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水
戸
地
方
法
務
局
で
は
、
登
記
に

関
す
る
相
談
を
事
前
予
約
に
よ
り
、

お
受
け
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
登
記
相
談
が
重
複
し
た

際
、
み
な
さ
ん
に
お
待
ち
い
た
だ
い

て
い
ま
し
た
が
、
事
前
予
約
サ
ー
ビ

ス
に
よ
り
、
み
な
さ
ん
の
待
ち
時
間

の
解
消
が
図
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
数
多
く
の
相
談
を
お
受
け

す
る
た
め
、
相
談
時
間
は
一
人
20
分
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
願
い
ま
す
。

　
詳
細
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

　
☎
０
２
９
６

（43）
３
９
３
７

○
日
時
　
６
月
20
日
㈯

　
午
前
10
時
～
午
後
１
時

○
場
所
　
五
霞
町
中
央
公
民
館
　

　
２
階
　
Ａ
研
修
会
議
室

○
内
容
　
相
続
・
遺
言
、成
年
後
見
、

家
族
信
託
、離
婚
、建
設
業
許
可
、

農
地
転
用
、法
人
設
立
、債
権
回

収
、在
留
許
可
な
ど
の
法
律
問
題・

行
政
手
続
き

○
費
用
　
無
料

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
行
政
書
士
会
県
西
支
部

　（
担
当
　
雪
華
法
務
事
務
所
）

　
☎

（33）
３
６
８
５

※
事
前
予
約
不
要
、当
日
先
着
順
。

　
不
法
就
労
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
来
日
外
国
人
を
雇
用
す
る
場
合

は
、
在
留
カ
ー
ド
の
「
就
労
制
限
の

有
無
」
欄
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

 

「
就
労
可
」「
就
労
不
可
」「
就
労

制
限
な
し
」
な
ど
の
記
載
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
確
認
の
う
え
、
適
正

な
雇
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
境
警
察
署
　
☎

（86）
０
１
１
０

　
令
和
２
年
度
の
自
動
車
税
の
納
期

限
は
６
月
１
日
㈪
で
す
。

　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
納
め
る
税

額
の
他
に
延
滞
金
も
あ
わ
せ
て
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
未
納
の
場
合
、
財
産
（
預
金
、
給

与
、
自
動
車
、
不
動
産
な
ど
）
の
差

押
な
ど
、
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
未
納
の
方
は
、
至
急
納
め
て
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　
収
税
第
二
課

　
☎
０
２
９
６

（24）
９
１
９
０

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
事
業
活
動
の
縮
小
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
事
業
主
様
、
雇
用

調
整
助
成
金
を
活
用
し
て
、
従
業
員

の
雇
用
維
持
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０

（60）
３
９
９
９

・
受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
９
時

　
（
土
日
・
祝
日
を
含
む
）

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
古
河

　
☎

（32）
０
４
６
１

・
茨
城
労
働
局
職
業
対
策
課

　
☎
０
２
９
（
２
２
４
）
６
２
１
９

○
日
時
　
６
月
23
日
㈫

　
午
後
１
時
～
午
後
４
時

○
相
談
方
法
　
電
話
相
談

 

（
相
談
料
無
料
。
た
だ
し
、
電
話
料

　
金
は
か
か
り
ま
す
。）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
弁
護
士
会

　
☎
０
２
９
（
２
３
２
）
１
６
０
１

　
☎
０
２
９
（
２
３
２
）
１
６
０
２

　
専
門
の
相
談
員
が
町
民
の
み
な
さ

ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決

に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
専

門
の
相
談
員
へ
の
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

※
中
止
や
場
所
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

ま
す
。

○
日
時
　
６
月
10
日
㈬

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

  

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里
　

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
く
ら
し
安
心
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

　
町
で
は
、
障
害
者（
児
）や
そ
の
ご

家
族
な
ど
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
そ

の
方
に
合
わ
せ
た
情
報
の
提
供
・
助

言
を
行
っ
て
い
る
窓
口
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
窓
口
に
は
専
門
の
相
談
員
が

配
置
さ
れ
、
身
体
的
・
知
的
・
精
神

的
な
ど
の
障
害
に
つ
い
て
、
障
害
者

（
児
）が
か
か
え
る
様
々
な
悩
み
・
問

題
な
ど
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

　
事
前
に
電
話
等
で
予
約
い
た
だ
け

登
記
相
談
の
事
前
予
約
サ
ー
ビ
ス

を
実
施
し
て
い
ま
す

雇
用
調
整
助
成
金
を

ご
活
用
く
だ
さ
い

女
性
の
権
利
１
１
０
番

無
料
相
談
会

行
政
書
士
会

消
費
生
活
相
談

障
害
者
相
談

れ
ば
、
自
宅
訪
問
も
可
能
で
す
。

○
日
時
　
６
月
８
日
㈪

　
午
後
２
時
30
分
～
午
後
４
時

○
場
所
　
役
場
１
階
　
小
会
議
室

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

 

「
働
き
た
い
け
ど
、
ど
う
す
れ
ば
い

い
の
？
」
就
職
に
つ
い
て
の
悩
み
や
不

安
を
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
県
西
サ
ポ
ス
テ
で
は
、
課
題
克
服

の
た
め
の
様
々
な
セ
ミ
ナ
ー
や
面
接

練
習
、
履
歴
書
添
削
な
ど
も
行
っ
て

い
ま
す
。

○
日
時
　

　
6
月
9
日
㈫
、
7
月
14
日
㈫

　
午
後
2
時
～
午
後
4
時

※
前
日
ま
で
の
予
約
制
　

○
場
所
　
多
目
的
集
会
セ
ン
タ
ー
　

相
談
室

○
対
象
　
15
歳
～
49
歳
ま
で
の
方
ま

た
は
保
護
者
・
関
係
者

○
お
問
い
合
わ
せ

　
厚
生
労
働
省
委
託
事
業

　
い
ば
ら
き
県
西
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

　
☎
０
２
９
６

（54）
６
０
１
２

掲

示

板

働
く
こ
と
の
悩
み

無
料
相
談
会

不
法
就
労
の
防
止
に

ご
協
力
を
！

自
動
車
税
の
納
税
は

お
済
み
で
し
ょ
う
か


